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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成27年２月26日に提出いたしました第14期（自　平成25年12月１日　至　平成26年11月30日）の記載事項の一部に

訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第２　事業の状況

４　事業等のリスク

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿線を付して表示しております。

 

第一部【企業情報】

第２【事業の状況】

４【事業等のリスク】

　　＜訂正前＞

(1)～(6)省略

(7)不動産の欠陥・瑕疵について

　当社グループは、不動産の欠陥・瑕疵等により予期せぬ損害を被る可能性がないよう、投資対象不動産の選定・取

得の判断を行うに当たって可能な限り第三者の専門家による調査を行い、慎重な対応に注力しております。不動産に

おける、権利、構造、環境等に関する欠陥・瑕疵については、売主が原則として瑕疵担保責任を負いますが、通常

「宅地建物取引業法」が定める最短期間である２年間に限定されており、また必ずしも瑕疵担保責任を追及できると

は限りません。その結果、取得した不動産に欠陥や瑕疵等があった場合には、瑕疵の修復のため追加費用等が生じる

ことにより、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(8)～(10)省略

(11)法的規制について

　当社グループは、現時点における法令を遵守して業務を行っておりますが、今後、関連する法令が新たに制定さ

れ、または既存の法令が改廃された場合には、当社グループの事業の一部が制約を受け、あるいは対応のために追加

的な費用がかかるなど、当社グループの事業活動に影響を及ぼす可能性があります。また、法令違反の事象が発生

し、監督官庁より業務の停止や免許の取消等の処分を受けた場合、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況に影響を与える可能性があります。なお、当社グループの事業に関連する主な法律は以下のとお

りであります。

・宅地建物取引業法

　当社グループは、宅地建物取引業法に基づく「宅地建物取引業者」として、不動産の売買もしくは交換、賃貸の代

理もしくは媒介を行っております。宅地建物取引業は、宅地建物取引業法をはじめとして、それに関連する各種法令

により規制を受けております。

・金融商品取引法

　当社グループは、金融商品取引法に基づく「第２種金融商品取引業」「投資助言・代理業」の登録を行っておりま

す。金融商品取引業者は、金融商品取引法をはじめとして、それに関連する各種法令により規制を受けております。

・資産の流動化に関する法律（改正ＳＰＣ法）

　日本国内においてＳＰＣ法上の特定目的会社を設立して、資産流動化を行う場合には、資産の流動化に関する法律

の規制を受けることになります。

・不動産特定共同事業法

　任意組合型、匿名組合型、共有持分による賃貸型で、複数の投資家から出資を募り、現物不動産への投資を行い共

同で資産を運用し、当該事業から得られた収益を投資家に分配する事業を行う場合には、不動産特定共同事業法の規

制を受けることになります。

(12)～(14)省略
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　　＜訂正後＞

(1)～(6)省略

(7)不動産の欠陥・瑕疵について

　当社グループは、不動産の権利、構造、環境等に関する欠陥・瑕疵等により予期せぬ損害を被る可能性がないよ

う、投資対象不動産の選定・取得の判断を行うに当たって可能な限り第三者の専門家による調査を行い、慎重な対応

に注力しております。

　この様な不動産における、権利、構造、環境等に関する欠陥・瑕疵については、売主が原則として瑕疵担保責任を

負いますが、通常「宅地建物取引業法」が定める最短期間である２年間に限定されており、また必ずしも瑕疵担保責

任を追及できるとは限りません。

　その結果、取得した不動産に欠陥や瑕疵等があった場合には、瑕疵の修復などの追加費用等が生じることにより、

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(8)～(10)省略

(11)法的規制について

（削除）

・宅地建物取引業法

　当社グループは不動産業に属し、「宅地建物取引業法」、「不動産特定共同事業法」、「不当景品類及び不当表示

防止法」、「不動産の表示に関する公正競争規約」、「建築基準法」等の法令により規制を受けております。これら

の法律等の改廃又は新たな法的規制が今後生じた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社グループの主要な事業活動の継続には下表に掲げる許認可等が前提となりますが、当該許認可等には原

則として有効期間があり、その円滑な更新のため、当社グループでは法令遵守を徹底し、不祥事の未然防止に努めて

おります。現時点においては、当該許認可等の取消し又は更新拒否の事由に該当する事実はありませんが、将来、何

らかの理由により、当該許認可等が取消され又はそれらの更新が認められない場合には、当社グループの主要な事業

活動に支障をきたすとともに、業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 

（許認可等の状況）

会社名 許認可等の名称 許認可等の内容 有効期間

スター・マイカ㈱ 宅地建物取引業者免許 国土交通大臣(1)第8237号
平成23年12月１日から

平成28年11月30日まで

スター・マイカ・レジデンス㈱ 宅地建物取引業者免許 東京都知事(1)第94779号
平成24年11月10日から

平成29年11月９日まで

ファン・インベストメント㈱ 宅地建物取引業者免許 東京都知事(2)第89457号
平成25年７月12日から

平成30年７月11日まで

 

・金融商品取引法

　当社グループは、金融商品取引法に基づく「第２種金融商品取引業」「投資助言・代理業」の登録を行っておりま

す。金融商品取引業者は、金融商品取引法をはじめとして、それに関連する各種法令により規制を受けております。

（削除）

(12)～(14)省略
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